
住民サービスの向上と、施設管理の効率化を図る�住民サービスの向上と、施設管理の効率化を図る�

9  1月  日�
から�

　
南
丹
市
で
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

や
施
設
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
市

の
公
の
施
設
・
五
十
一
施
設
に
つ
い
て
「
指

定
管
理
者
制
度
」
を
九
月
一
日
か
ら
導
入

し
て
い
ま
す
。�　

「
指
定
管
理
者
制
度
」
と
は
、

平
成
十
五
年
の
地
方
自
治
法
の
改

正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で

す
。�

　
運
動
施
設
や
福
祉
施
設
、
教
育

施
設
、
文
化
施
設
な
ど
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
直
接
利
用
し
て
い
た
だ

く
公
の
施
設
の
管
理
業
務
の
受
託

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
市
の

出
資
法
人
（
財
団
法
人
・
第
三
セ

ク
タ
ー
な
ど
）
や
公
共
的
団
体
（
社

会
福
祉
協
議
会
・
商
工
会
・
観
光

協
会
・
自
治
会
な
ど
）
に
限
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
制
度
に
よ

り
、
多
様
な
住
民
ニ
ー
ズ
に
対
し

て
更
に
効
果
的
、
効
率
的
に
対
応

す
る
た
め
、
幅
広
い
団
体
に
管
理

が
委
任
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。�

　
こ
の
場
合
、
施
設
の
管
理
運
営

を
任
せ
る
事
業
者
な
ど
の
こ
と
を

「
指
定
管
理
者
」
と
し
、
議
会
の

議
決
を
経
て
市
が
指
定
し
ま
す
。 �

　
南
丹
市
で
は
、
地
域
住
民
の
皆

さ
ん
や
利
用
者
で
組
織
す
る
団
体

が
管
理
し
た
ほ
う
が
効
率
的
と
思

わ
れ
る
五
十
一
施
設
に
つ
い
て
、

市
議
会
で
の
議
決
を
受
け
、
今
ま

で
委
託
し
て
い
た
団
体
な
ど
と
指

定
管
理
者
の
協
定
を
行
い
、
九
月

一
日
か
ら
指
定
管
理
者
に
施
設
の

管
理
運
営
を
移
行
し
ま
し
た
。�
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　�※
公
の
施
設
…
住
民
の
皆
さ
ん
の

福
祉
を
増
進
し
、
利
用
す
る
こ
と

を
目
的
に
市
が
設
置
し
、
主
に
そ

の
市
の
住
民
が
利
用
主
体
で
あ
る

施
設
の
こ
と
で
す
。�

「
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て
」

「
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て
」�

   

の
お
問
い
合
わ
せ
先

の
お
問
い
合
わ
せ
先�

「
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て
」�

   

の
お
問
い
合
わ
せ
先�

▲指定管理者制度に移行した「道の駅　京都新光悦村」（園部町）�

▲指定管理者制度に移行した「南丹市国際交流会館」（園部町）�

▲指定管理者制度に移行した「スプリングスひよし」（日吉町）�
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